
【研修】
　　社会教育と社会教育委員の役割について

日時：令和8年5月18日
作成：米子市生涯学習課

【資料１】
令和8年度第1回米子市社会教育委員の会



１．社会教育とは

【教育基本法】第３条（生涯学習の理念）

国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな生活を送るこ
とができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆ
る場所において学習することができ、その成果を適切に生か
すことのできる社会の実現が図られなければならない。

※出典　社会教育委員の手引き[基礎編]改定版
（令和7年3月　鳥取県社会教育委員連絡協議会）

【教育基本法】第12条（社会教育）

個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる
教育は、国や地方公共団体によって奨励されなければなら
ない。

【社会教育法】第2条（社会教育の定義）

「社会教育」とは、学校教育法（昭和22年法律第26号）又
は就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の
推進に関する法律に基づき、学校の教育課程として行われ
る教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行わ
れる組織的な教育活動（体育及びレクリエーションの活動を
含む。）をいう。

【教育基本法】第1条（教育の目的）

教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及
び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに
健康な国民の育成を期して行われなければならない。
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２．社会教育委員とは

【社会教育法】第17条（社会教育委員の職務）

社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するた
め、次の職務を行う。

　１）社会教育に関する諸計画を立案すること。

　２）定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、
　　これに対して、意見を述べること。

　３）前２号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

２　社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教
育に関し意見を述べることができる。

３　市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会か
ら委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、
社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、
助言と指導を与えることができる。

【社会教育法】第15条（社会教育委員の設置）

都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。

２　社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。

※出典　社会教育委員の手引き[基礎編]改定版
（令和7年3月　鳥取県社会教育委員連絡協議会）
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３．社会教育主事の職務と期待される役割

〇「地域全体の学びのオーガナイザー」（※）として、
学校教育（行政）をはじめ、首長部局が担う環境、福
祉、防災、農山漁村振興、まちづくり等と社会教育
（行政）をつなぐこと等により、社会教育行政及び実
践の取組全体をけん引し、地域全体の社会教育振興
の中核を担うこと。

〇社会教育関係者への専門的技術的な助言指導や、
地域の社会教育に関する計画・事業・研修等の企画・
立案・実施とともに、地域の社会教育人材ネットワー
クを構築・活性化する役割を担うことが今後ますます
重要となる。

〇社会教育主事は、社会教育法に基づき都道府県・市町村の教育委員会に置くこととされている専門的教育職員であ
り、地域の社会教育事業の企画・実施及び専門的な助言と指導を通し、地域住民の学習活動の支援を行う。

〇そのほか、地域の学習課題やニーズの把握・分析、地域の社会教育計画の立案やそれに基づいた学習プログラムの
立案、地域人材の育成、地域人材の把握、学校教育と社会教育との連携の推進、相談など、その職務は多岐にわたる。

期待される役割
〇人と人、組織と組織をつなぐコーディネート能力
〇人々の納得を引き出すプレゼンテーション能力
〇人々の力を引き出し、主体的な参画を促す

　ファシリテーション能力

必要な資質・能力

社会教育主事講習等規定の一部
を改正する省令
（令和2年4月1日施行）

〇「各分野の専門性を様々な場に活かす学びのオー
ガナイザー」として、現場レベルの活動において、各分
野の専門性と社会教育の知見を活かしながら、それ
ぞれの分野の活動を活性化させたり、その意義を深
めたりする。

社会教育士（称号）

※学びのオーガナイザー：様々な主体を結び付け、地域の資源や各主
体が有する強みを活かしながら、地域課題を「学び」に練り上げ、課題
解決に繋げていく人材

※出典　文部科学省ホームページ
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※出典　文部科学省ホームページ
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４．R6～R7の米子市社会教育委員の会の取組紹介
【問題提起】　（社会教育委員より）

　・社会教育委員の役割がよくわからない！

　・米子市の社会教育の方向性が見えづらい。

【取組】

　・社会教育委員の会での研修、議論の積み重ね

　・県内外の研修会への積極的な参加

【取組の成果】

　①米子市の社会教育の視点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※本資料6ページ目

　　　→令和7年度第1回社会教育委員の会で説明

　②地域づくりにおける社会教育委員・行政の役割　　　　　　　　　　※本資料7ページ目

　　　→令和7年度第2回社会教育委員の会でグループワークを実施、第3回でまと

　　　めを共有

　③米子市社会教育委員としての取組（個人の活動）　　　　　　　　※本資料8ページ目

　　　→令和6年度第3回社会教育委員の会で、翌年度の実施について合意
　　　→令和7年度第3回社会教育委員の会で取組結果の報告
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４．R6～R7の米子市社会教育委員の会の取組①
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４．R6～R7の米子市社会教育委員の会の取組②
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４．R6～R7の米子市社会教育委員の会の取組③ （参考例１）
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４．R6～R7の米子市社会教育委員の会の取組③ （参考例２）
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４．R6～R7の米子市社会教育委員の会の取組③ （参考例３）



４．R6～R7の米子市社会教育委員の会の取組（まとめ）

【R6～R７取組の成果】

　①米子市の社会教育の視点

　②地域づくりにおける社会教育委員・行政の役割

　③米子市社会教育委員としての取組（個人の活動）

【今後に向けて】

　・「社会教育の視点」を日々意識するためにも、個人の取組は継続して

　やっていくとよいと思う。

　・「米子市社会教育委員の会」として、みんなでテーマを決めて取り組ん
でみることを検討したほうがよいのでは。

　

11



５．R8～R9 米子市社会教育委員の会の取組について（イメージ）
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R8① R8②
R8③

R9①

R9②
R9③

研修・
取組検討

企画・準備 実践・
ふりかえり

4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月

実践・
ふりかえり

研修・
方向性の確認　

企画・準備

7月：七夕学校

未来スケッチ（全3回）
7月：七夕学校

11月：中四国大会
　　　　　（鳥取大会）

☆任期をとおして、それぞれの
専門分野での活動を軸に、人
材発掘・つながりづくりを行う

→調査研究

社
会
教
育
の
実
践
知

11月：県振興大会
　　　　　　中四国大会（香川大会）

未来スケッチ（全3回）

10月：CS研修会 10月：CS研修会

～
引
継
ぎ
～



令和８，９年度 米子市社会教育委員の会、事業・研修等の日程

令和８，９年度 社会教育委員の会

※社会教育委員の会での取組を実施する場合、毎回、進捗報告・協議等を行う。（個別記載は省略）

各種イベント・研修

市内

県内

県外

会議 内容 開催時期

第１回 ・研修「社会教育と社会教育委員の役割について」

・令和８年度の施策について

・令和８年度社会教育委員の会 取組内容の検討

令和8年 5月 18日

第２回 ・米子市教育振興基本計画（R9～R13）改定の進捗報告、意見聴取 令和 8年 8月頃

第３回 ・米子市教育振興基本計画（R9～R13）最終版の報告（予定）

・令和８年度の振り返り（個人、社会教育委員の会）

令和 9年 2月頃

第４回 ・令和９年度の施策について 令和 9年 5月頃

第５回 ・中国・四国地区社会教育研究大会（鳥取大会）について 令和 9年 8月頃

第６回 ・２年間の振り返り 令和 10年 2月頃

事業名 開催時期 開催場所

市民講座「未来スケッチ」 令和 8年夏～冬 ※３回 市内

公民館夏祭り 令和 8年 7月下旬～8月下旬 市内各公民館（一部）

公民館祭 令和 8年 10月中旬～11月中旬 市内各公民館（29館）

コミュニティ・スクール推進研修会 令和 8年１０月 19日（月） 米子市文化ホール

図書館まつり 令和8年11月7日（土）～8日（日） 米子市立図書館

公民館ふれあい発表会 令和 8年 12月 19日（土） 米子市文化ホール

令和9年米子市二十歳を祝う会 令和 9年 1月 3日（日） 米子コンベンションセンター

事業名 開催時期 開催場所

「七夕学校」（生涯学習実践道場） 令和8年 7月 10日（金） 県立大山青年の家

とっとり県民カレッジ講座（市町村連携）

～地域を耕す「日常の関係」～

令和8年 9月 26日（土） 米子市文化ホール

鳥取県社会教育振興大会

兼社会教育委員研修会

令和8年 11月 5日（木） 鳥取市

（とりぎん文化会館）

事業名 開催時期 開催場所

第 48回中国・四国地区

社会教育研究大会（香川大会）

令和8年11月19日（木）～20日（金） 香川県高松市

※委員3名

第 49回中国・四国地区

社会教育研究大会（鳥取大会）

令和9年11月25日（木）～２６日（金） 鳥取市

（とりぎん文化会館）

【資料２】



令和８年度 米子市社会教育委員としての取組（個人）

氏名：

目 標 「ひとづくり」「つながりづくり」「まなびの土壌づくり」を念頭に目標を設定

現状分析 上記の目標に照らして、これまでの取組での課題

今年度の計画 上記を踏まえて、今年度取り組むこと

今年度のふりかえり 今年度の取組をふりかえって果たせた点、反省点 ※年度末に記入

＜果たせた点＞

＜反省点＞



令和８年度 生涯学習課の施策（社会教育関連）

目 標 課として育成したい人物イメージ・・・「誰」に「どうなってもらいたい」か

・「あらゆる市民」に「すすんで学び、地域や仲間とつながり、成長することができる人

になってもらいたい」

ふりかえり 上記の目標に照らして、昨年度の事業で果たせた点、反省点

【市民講座「未来スケッチ」（よなごアカデミー）】

＜果たせた点＞

・幅広い媒体を活用するとともに市内高等学校へ訪問して参加を呼び掛けるなど、計画

的に周知を行うことができた。

・３回の連続講座で、参加者が自ら目標を立てて学ぶとともに、グループワークを通じ

た想いの言語化と相互の励ましにより、高い意欲で取り組むことができた。

・高校生の参加が３名あるなど、幅広い世代の参加者の交流の場とすることができた。

＜反省点＞

・「地域人材育成」や「個人発表」の記載が参加の壁となったと考えられるため、内容

の楽しさが伝わるような募集方法の工夫が必要。

・修了後の継続的な関係性を築くことにより、各々の目標に向けた取組の促進が期待で

きるため、交流を維持する取り組みを検討する。

【二十歳を祝う会】

＜果たせた点＞

・当事者有志５名で構成する実行委員会が自ら企画を発案し、実現に向け行動し、企画

の実施に結びつけることができた。

・実行委員が活発に意見を出し合い、各自が得意な分野を担当するなど、自ら考えて主

体的に取り組み、当日は会場が一体となる運営ができた。

＜反省点＞

・大きなトラブルはなかったが、積雪対応での想定が不十分な場面があった。

【コミュニティ・スクールの推進】

＜果たせた点＞

・新任学校運営協議会委員、教員、一般市民及び委員など、役割に応じた研修を実施し、

各層の知識習得を促した。また、毎月市のホームページで各校の取組を紹介するなど、

広く周知啓発に努めた。

・地域学校協働活動推進員の情報交換会を５回で開催し、研修を行うとともに、学校間

での好事例の横展開を図った。

＜反省点＞

・活動の関係者の理解はある程度深まったが、一般市民や教員への浸透が課題である。

今後も計画的な研修を通じ、周知啓発を継続したい。

【資料３-１】



今年度の計画 上記を踏まえて、今年度取り組むこと（継続することも含む）

○ 参加意欲を高める広報と周知の工夫

・市民講座においては楽しさが伝わる募集で参加しやすくするとともに、コミュニテ

ィ・スクールの推進においては計画的な研修実施により理解促進に努める。

○ 関係性を深める持続的な交流支援

・講座修了後も参加者同士が繋がり続けられる仕組みを検討し、地域活動の継続と意欲

の維持を支援する。

○ 事業運営体制の徹底

・悪天候をはじめとする不測の事態を想定し、万全な事前準備と迅速な対応マニュアル

を整備する。



令和８年度 地域振興課の施策（社会教育関連）

目 標 課として育成したい人物イメージ・・・「誰」に「どうなってもらいたい」か

・「地域の人々」に「地域に目を向け、地域活動に参画するようになってもらいたい」

ふりかえり 上記の目標に照らして、昨年度の事業で果たせた点、反省点

【公民館の運営】

＜果たせた点＞

・各公民館において運動会等をはじめとした地域活動の企画や実施の場面を通じて、活

動への参加を促す環境づくりに取組むことができた。

・各種講座等の実施により、社会問題や地域課題に関する啓発や、参加者同士のつなが

りづくりができた。

＜反省点＞

・活動の主体的な関係者が固定的になりやすく、新たな人材の育成・確保が課題。

・地域活動によっては、縮小傾向が見られ、つながりづくりが充分にできなかった。

・地域特有の課題についての把握やアプローチが十分にできなかった。

今年度の計画 上記を踏まえて、今年度取り組むこと（継続することも含む）

・公民館職員研修等を通じ、地域資源に着目した取組に関する啓発を図る。

・地域活動に関する相談に対して、地域の特徴等を踏まえた対応や提案を心がける。

・公民館事業に関する情報交換を促進し、あらためて地域の強みの再認識を図る。

【資料３-２】



令和８年度 こども政策課の施策（社会教育関連）

目 標 課として育成したい人物イメージ・・・「誰」に「どうなってもらいたい」か

・「子どもたち」に

①「様々な体験・経験を通じて、健やかでたくましく生きる力やコミュニケーション能力

を身に付けるとともに、地域において自主的・主体的に行動してほしい。」

②「自分が育つ地域への理解・関心を深めてほしい。」

・「子どもたちを取り巻く地域住民」に

①「地域の未来を担う子どもたちの成長を地域全体で支えてほしい。」

②「子どもとの関わりを通じて、社会教育活動を生きがいづくりにつなげてほしい。」

・「保護者」に

①「子どもの心と体の成長に必要なこと（基本的生活習慣、体験・経験等）に気づき、実

践につなげてほしい」

②「子どもの成長に応じて、子育てを楽しんでほしい。」

ふりかえり 上記の目標に照らして、昨年度の事業で果たせた点、反省点

【地域における子どもの学習や体験・交流活動の場・機会の拡充】

①放課後こども教室

＜果たせた点＞

・地域住民の参画を得て多彩な体験機会を提供する中で、参加者の要望に基づいてプ

ログラムを改善した結果、登録人数が大幅に増加し、地域の大人たちと子どもたちと

のつながりづくりをより一層進めることができた。

・放課後の「こどもの居場所」づくりに資することができた。

＜反省点＞

現在実施中の義方小学校区の取組について、研修会や個別相談などの機会をとらえ

て普及啓発に努めたが、実施校区の拡大には至らなかった。

②公民館等を活用した子どもの居場所づくり

＜果たせた点＞

・地域主体による身近な場所での活動を支援したことで、子どもたちの多様な体験機

会の充実や地域住民との世代間交流の促進に資することができた。

・支援を通じて活動内容の充実が図られ、実施主体における継続的な活動への意欲を

高めることができた。

＜反省点＞

地域全体で育ちを支える仕組みとして定着させるためには、各地域における運営人

材の確保・育成が不可欠である。

【資料３-３】



【家庭教育支援事業】

＜果たせた点＞

①タムタムスクール及び PTA 子育て講座の開催により、子どもの成長に応じた保護者の

学習機会を確保することで、新しい「気づき」を得てもらうことができた。また、講座

によっては保護者同士の仲間づくりに資することができた。

②乳幼児期の家庭教育支援を行う「米子市家庭教育支援チーム」が、「タムタムスクール」

等の機会をとらえて保護者の身近な相談相手となることで、子育ての不安・悩みの軽減

に資することができた。

③家庭教育力の向上に向け、まずは親子の信頼関係づくりを目的とした『そうだね（そ

げだね）運動』及び基本的生活習慣の定着を図る『早寝・早起き・朝ごはん』の２点を

重点項目とする啓発を展開した。学校や保育園をはじめとする関係機関との連携により、

全市的・長期的な普及浸透に向けた取組の端緒を開くことができた。

＜反省点＞

①家庭教育支援に関わる人材（家庭教育支援チーム等）の継続的な確保が必要である。

②子育てに課題を抱えている家庭に情報が届くよう、広報を工夫する必要がある。

今年度の計画 上記を踏まえて、今年度取り組むこと（継続することも含む）

【地域における子どもの学習や体験・交流活動の場・機会の拡充】

①放課後子ども教室の充実について

・学校運営協議会や公民館等において、地域の子どもたちに対する活動の情報を把握し、

「放課後子ども教室」が効果的である地域に対し、事業内容を周知し活動支援を図る。

・参加者の声を聞き、ニーズに応じて事業内容の見直しを図るとともに、対象校区の児童

に対し、効果的な周知を行う。

②公民館等を活用した子どもの居場所づくりの拡充について

実施地域の拡大及び活動の充実・持続化を図るため、地域の代表者などが集まる場を通

じて本事業の趣旨を周知するとともに、新規参入者へ既存の運営手法を共有するなど、運

営人材の確保と育成に努める。

【家庭教育支援事業】

①『そうだね（そげだね）運動』及び『早寝・早起き・朝ごはん』の啓発について

・取組が全市的に浸透していくように、学校、保育園をはじめとする関係機関と密接に連

携し、保護者や子どもたちを取り巻く地域住民への啓発活動に取り組む。

②関わる人の人材確保について

・引き続き、新規のチーム員の発掘に努めるほか、上記の啓発活動において協力を求める

に当たり、本市の取組にご理解を得て、関わっていただく人材の確保に努める。

③必要な家庭への情報提供について

・引き続き福祉関係部局と連携し、相談窓口へのチラシの設置や健診等の機会をとらえて

情報提供を行うほか、子育て中の保護者に対して、ＳＮＳ等を活用して情報提供を行う。



令和８年度 人権・男女共同参画課の施策（社会教育関連）

目 標 課として育成したい人物イメージ・・・「誰」に「どうなってもらいたい」か

本市の人権に関する条例を令和７年１２月に全部改正し、「人権尊重のまち米子市をつく

る条例」として令和８年４月 1日施行された。

「すべての市民」に「新しく施行された人権条例の内容を深く理解し、お互いの人権を尊

重し、人権問題を自分自身のこととしてとらえ、自ら行動に移すことができる人になっても

らいたい」

ふりかえり 上記の目標に照らして、昨年度の事業で果たせた点、反省点

【人権教育地域懇談会（小地域懇談会）の開催】

＜果たせた点＞

全公民館地区（２９地区）で開催し、のべ４８回・９１７人の参加があった。DVD を使っ

た学習や、講演会、ワークショップ等さまざまな内容での人権学習の場となった。

＜反省点＞

より多くの人に参加してもらうため、内容や開催日時等をいろいろ変えて開催しているが、

多くは人権に関係する住民の参加に留まっている。

【人権啓発の推進】

＜果たせた点＞

通年にわたり、人権学習講座の開催や広報・啓発誌の発行、人権に係る啓発展示、人権学

習に係る資料の貸出等を行った。

＜反省点＞

全般になるが、日頃から人権に関心を持っている人以外の人に対しどのように人権啓発を

進めていくかが課題。

今年度の計画 上記を踏まえて、今年度取り組むこと（継続することも含む）

本市の人権条例が新しくなったこと、その内容をよく知ってもらうための広報・啓発につ

いて機会を捉えてしっかりと行っていく。

人権教育地域懇談会（小地域懇談会）では、より多くの市民に「人権」に継続して触れて

もらうため、従来の手法にとらわれることなく、テーマや開催方法等について関係先等と協

議・実践していきたい。

【資料３-４】



令和８年度 文化振興課の施策（社会教育関連）

目 標 課として育成したい人物イメージ・・・「誰」に「どうなってもらいたい」か

「あらゆる市民」に「文化芸術に触れる機会を通じて、多様な価値観や表現への

理解と感受性を育み、豊かな人間性と創造力を備えた人になってもらいたい」

ふりかえり 上記の目標に照らして、昨年度の事業で果たせた点、反省点

【鑑賞事業・展覧会事業】

＜果たせた点＞

各文化施設において、質の高い芸術作品の特別展覧会や舞台公演を実施するとと

もに、地域文化への理解を深める事業を展開したことにより、市民の文化芸術に対

する関心の喚起に寄与した。

また、市美術展覧会、市音楽祭、秋の文化祭等の開催により、市民が日頃の文化

芸術活動の成果を発表する機会を確保し、活動意欲の向上を図ることができた。

＜反省点＞

これまで継続して実施してきた一部の事業において、参加者の拡大が十分に図ら

れない状況が見られた。今後は、事業の見直しも含め、市民一人ひとりの多様なニ

ーズに応じた魅力ある事業を推進していく必要がある。

【学校公演事業】

＜果たせた点＞

・小学生を対象として、アーティストによる演劇や能・狂言等の出前公演を実施し、

多様な文化芸術に触れる機会を提供することで、興味・関心を高めることができ

た。

・公会堂においてプロアーティストの協力によるジャズ公演を実施し、実演芸術に

触れる体験を通じて児童の感性を育む機会を創出した。学校現場からの評価も高

く、前年度の約３倍となる約７００名の児童が鑑賞した。

＜反省点＞

公会堂におけるジャズ公演について、参加校へのアンケートを実施しなかったた

め、事業効果や課題の把握が不十分であった。

今年度の計画 上記を踏まえて、今年度取り組むこと（継続することも含む）

○多様な鑑賞機会及び発表機会の提供

・郷土への誇りや愛着の醸成を図る事業と、社会動向を踏まえた事業を効果的に組

み合わせ、多様な文化芸術に触れる機会の充実を図る。

・市美術展覧会、市音楽祭、秋の文化祭等を引き続き実施し、市民の発表機会を確

保することで、文化芸術活動への意欲向上を促進する。

・公会堂における音楽公演については、児童生徒の豊かな人間性の育成に資する事

【資料３-５】



業として、プロアーティストの協力のもと継続して実施する。

○文化芸術を担う人材の育成

音楽、演劇、伝統芸能、美術品制作体験等のワークショップをはじめとする、

参加型事業の一層の充実を図り、文化芸術活動を担う人材の育成を推進する。

○事業内容の質的向上

全ての事業において参加者アンケートを確実に実施し、得られた意見・評価を

分析のうえ、次年度以降の事業改善及び内容充実に反映させる。

○情報発信の強化

多世代に対して文化芸術事業の周知を図るため、広報紙やホームページ、チラ

シ配架に加え、ＳＮＳ等のデジタル媒体を活用した積極的な情報発信を推進する。



令和８年度 スポーツ振興課の施策（社会教育関連）

目 標 課として育成したい人物イメージ・・・「誰」に「どうなってもらいたい」か

「あらゆる市民」に「スポーツに親しみ、健康で豊かに暮らせる人になってもらいたい」

ふりかえり 上記の目標に照らして、昨年度の事業で果たせた点、反省点

＜果たせた点＞

・市民体育祭、親子体力づくり大会、正月マラソン大会、米子市歩け歩け大会、少年ス

ポーツ教室など様々な世代を対象にしたスポーツ大会や教室を開催することで、スポ

ーツに親しむ機会を創出することができた。

・米子アリーナ整備事業を着実に進捗させ、スポーツに親しむ環境の整備を促進するこ

とができた。

・スポーツ推進委員と連携して体力テスト会を開催し、地域におけるスポーツ活動への

参加を促進することができた。

・全日本トライアスロン皆生大会、皆生・大山 SEA TO SUMMIT などスポーツツーリズム

イベントの開催を支援することで、交流人口の拡大や地域経済の活性化を図ることが

できた。

・デフリンピックに出場された本市ゆかりの選手への各種支援やガイナーレ鳥取の応援

に取り組み、地域の一体感の醸成に寄与することができた。

＜反省点＞

・市民体育祭について、参加者の少ない種目がある。

今年度の計画 上記を踏まえて、今年度取り組むこと（継続することも含む）

・市民体育祭のうち参加者の少ない種目については、競技団体と連携して、引き続き大

会の開催方法などの見直しに取り組む。

【資料３-６】


